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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の患部に粒子線を照射して治療を行う粒子線治療装置において、標準の照射条件に
より不定期または所定の間隔で実施された標準校正深測定結果及び患者の治療照射条件に
より実施された患者校正深測定結果が保存される記録装置、及びこの記録装置に保存され
た上記患者校正深測定結果及びこの患者校正深測定が実施された日に最も近い日に測定さ
れた標準校正深測定結果並びに治療照射日に最も近い日に測定された標準校正深測定結果
を用いて、患者への上記粒子線の治療照射時の照射線量を算出するデータ処理計算機を備
え、上記データ処理計算機により算出された照射線量に基づいて、患者への上記粒子線の
治療照射が行われることを特徴とする粒子線治療装置。
【請求項２】
　患者の患部に粒子線を照射して治療を行う粒子線治療装置において、標準の照射条件に
より不定期または所定の間隔で実施された標準校正深測定結果及び患者の治療照射条件に
より実施された患者校正深測定結果が保存される記録装置、及びこの記録装置に保存され
た上記患者校正深測定結果及び上記標準校正深測定結果を用いて、患者への上記粒子線の
治療照射時の照射線量を算出するデータ処理計算機を備え、上記データ処理計算機は、上
記標準校正深測定結果の変動幅の許容値を設け、この許容値内の変動幅を有する上記標準
校正深測定結果の内、最適な上記標準校正深測定結果として選択された上記標準校正深測
定結果を用いて上記照射線量の算出を行うとともに、この算出された照射線量に基づいて
、患者への上記粒子線の治療照射が行われることを特徴とする粒子線治療装置。
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【請求項３】
　患者の患部に粒子線を照射して治療を行う粒子線治療装置において、標準の照射条件に
より不定期または所定の間隔で実施された標準校正深測定結果及び患者の治療照射条件に
より実施された患者校正深測定結果が保存される記録装置、及びこの記録装置に保存され
た上記患者校正深測定結果及び上記標準校正深測定結果を用いて、患者への上記粒子線の
治療照射時の照射線量を算出するデータ処理計算機を備え、上記データ処理計算機は、上
記標準校正深測定結果が得られたときの測定条件を参照して、選択された上記標準校正深
測定結果を用いて、上記照射線量の算出を行うとともに、この算出された照射線量に基づ
いて、患者への上記粒子線の治療照射が行われることを特徴とする粒子線治療装置。
【請求項４】
　標準の照射条件により不定期または所定の間隔で実施された標準校正深測定結果をデー
タ処理計算機により記録装置に保存する第一の手順、
　患者の治療照射条件により実施された患者校正深測定結果を上記データ処理計算機によ
り上記記録装置に保存する第二の手順、
　この第二の手順により得られた患者校正深測定結果及びこの患者校正深測定が実施され
た日に最も近い日に測定された標準校正深測定結果並びに治療照射日に最も近い日に測定
された標準校正深測定結果を用いて、患者への上記粒子線の治療照射時の照射線量をデー
タ処理計算機により算出する第三の手順を含むことを特徴とする粒子線照射線量算出方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、標準校正深及び患者校正深などの線量校正を行って癌治療を行う粒子線治
療装置及び粒子線照射線量算出方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　粒子線治療装置を利用した癌治療においては、患部に照射する線量の評価が重要な問題
である。粒子線治療装置に付置されている線量モニタは、通常、相対線量のみ評価可能で
あり、絶対評価出来ないので、基準線量計で校正することが必要である。
　粒子線治療装置は、線量モニタの測定値から照射済みの線量を求めるため、治療照射時
、治療計画から指示された物理線量（Ｇｙ）を、線量モニタの測定値であるカウント値に
変換する必要がある。物理線量から線量モニタのプリセット値への変換は、気温、気圧の
みならず機械的特性にも影響を受けるため、治療照射毎及び患者毎にそれぞれ標準校正深
測定及び患者校正深測定を行う必要がある。
治療照射毎及び患者毎に実施する標準校正深測定及び患者校正深測定の作業（時間）は、
粒子線治療装置を利用した癌治療において、実際に患者に粒子線を照射する作業（時間）
に比べて、非常に高い割合を占めている。このため、治療照射のオペレータの作業が煩雑
化し、粒子線治療装置の治療への利用率を低下させる要因となっている。
粒子線治療装置を利用した治療システムは、以上のようになっているので、治療する患者
の増大に伴い、オペレータの負担が増大し、患者に対する粒子線治療装置の効率的な運用
に支障をきたす恐れがある。また、過去に行った患者校正深測定と同様の測定を何度も行
う状況が発生し、治療データの管理の無駄も増大する。
特許文献１には、放射線治療システムの放射線量校正を自動化するものが記載されている
。
【０００３】
【特許文献１】特表２００４－５０８９０７号公報（第６～１０頁、図４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の粒子線治療装置は、毎日標準校正深測定を実施することを前提にシステムが設計
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されており、粒子線治療装置を利用した癌治療において、治療照射に先立ち、治療照射毎
及び患者毎に標準校正深及び患者校正深測定を実施している。
　このため、粒子線の治療照射時間に比べて標準校正深測定などの治療照射に至る前段階
の作業量が多く、オペレータの作業が煩雑化し、患者の増加に伴い、オペレータに大きな
負担がかかると同時に、患者の治療照射の待ち時間も増大し、粒子線治療装置の医療サー
ビスの低下を引き起す一因にもなっている。
また、粒子線治療装置の治療照射への利用率が低く、粒子線治療装置の採算性を低下させ
る要因ともなっている。
さらに、新しい患者に対し、過去の患者校正深測定と同様な条件の患者校正深測定を行う
状況が発生してきており、類似の患者校正深測定結果が増大し、データベースの運用が非
効率的になり、非効率的なデータ管理、人為的なミスを招く恐れも増大し、粒子線治療装
置の運用が非効率的、信頼性の低下、安全性の低下などにつながる恐れが出るなどの問題
がある。
特許文献１のものでは、個々の放射線量校正の自動化は行えても、標準校正深及び患者校
正深測定を毎日実施することの負担を解決するものではなかった。
【０００５】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、標準校正深測定
の頻度を少なくすることができる粒子線治療装置及び粒子線照射線量算出方法を得ること
を目的としている。
 
 
【課題を解決するための手段】
【０００６】
  この発明に係わる粒子線治療装置においては、患者の患部に粒子線を照射して治療を行
う粒子線治療装置において、標準の照射条件により不定期または所定の間隔で実施された
標準校正深測定結果及び患者の治療照射条件により実施された患者校正深測定結果が保存
される記録装置、及びこの記録装置に保存された患者校正深測定結果及びこの患者校正深
測定が実施された日に最も近い日に測定された標準校正深測定結果並びに治療照射日に最
も近い日に測定された標準校正深測定結果を用いて、患者への粒子線の治療照射時の照射
線量を算出するデータ処理計算機を備え、データ処理計算機により算出された照射線量に
基づいて、患者への粒子線の治療照射が行われるものである。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明は、以上説明したように、患者の患部に粒子線を照射して治療を行う粒子線治
療装置において、標準の照射条件により不定期または所定の間隔で実施された標準校正深
測定結果及び患者の治療照射条件により実施された患者校正深測定結果が保存される記録
装置、及びこの記録装置に保存された患者校正深測定結果及びこの患者校正深測定が実施
された日に最も近い日に測定された標準校正深測定結果並びに治療照射日に最も近い日に
測定された標準校正深測定結果を用いて、患者への粒子線の治療照射時の照射線量を算出
するデータ処理計算機を備え、データ処理計算機により算出された照射線量に基づいて、
患者への粒子線の治療照射が行われるので、標準校正深測定を毎日実施する必要がなく、
測定日を間引き、直近に測定した標準校正深を流用して照射線量の算出を行うことにより
、治療照射のオペレータの作業が少なくなり、その負担を軽減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
実施の形態１．
　以下に、この発明の実施の形態１を図に基づいて説明する。
図１は、この発明の実施の形態１による粒子線治療装置の標準校正深測定及び患者校正深
測定及び粒子線治療の実施日を示す工程図である。
図１において、本発明の粒子線治療において、粒子線治療装置の運転（運休も含む）日に
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対する標準校正深測定（含標準分布測定）、患者校正深測定（含患者分布測定）及び粒子
線治療の実施日を示している。縦軸に実施項目を、横軸に粒子線治療装置の運転日（日付
）Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３、Ｄ４を示している。
標準校正深測定（結果）Ｓ１及びＳ２は、それぞれ適当な間隔をおいた日付Ｄ１及びＤ３
に実施した測定結果である。患者校正深測定（結果）Ｐ１は、日付Ｄ２に実施した測定結
果である。粒子線治療照射Ｒ１は、日付Ｄ４に実施した粒子線治療装置による患者への粒
子線治療照射である。
標準校正深測定は、毎日実施せず、患者校正深測定Ｐ１の日及び治療照射Ｒ１の日には、
当日の標準校正深が存在しない。従って患者校正深測定日Ｄ２及び患者への粒子線治療照
射日Ｄ４での標準校正深は、それぞれ直近日付Ｄ１及びＤ３に取得した標準校正深Ｓ１及
びＳ２を採用し、圧力、温度等の補正を行う。治療に必要な標準分布測定は、標準校正深
測定日Ｄ１及びＤ３に引き続き必要に応じて実施する。
【０００９】
図２は、この発明の実施の形態１による粒子線治療装置の標準校正深測定及び患者校正深
測定における線量計測のモニタリングシステムを示す図である。
図２において、粒子線治療装置のモニタリングシステムは、次のように構成される。
粒子線治療装置の粒子線加速器で加速された粒子線３は、ビーム輸送系で照射ヘッド１に
導かれ、偏向電磁石で必要な方向に偏向され、散乱体４に入射され、治療照射に必要な散
乱角を持った粒子線３に広げられる。散乱体４を出た粒子線３は、リッジフィルタ５を通
り、そのエネルギー幅を広げ、さらにレンジフィルタ６を通って、そのエネルギーを減少
させ、線量モニタヘッド７及び、平坦度モニタヘッド８と通って照射される線量及び平坦
度がモニタされ、さらにコリメータ９を通って粒子線の照射野が整形され、基準線量計ヘ
ッド１９に照射される。
粒子線治療装置の照射ヘッド１は、さらに、線量モニタのアンプ及び制御回路１０、及び
平坦度モニタの差動アンプ及び制御回路１１を有している。
信号処理回路１２は、線量モニタのアンプ及び制御回路１０からの信号及び平坦度モニタ
の差動アンプ及び制御回路１１からの出力信号を処理し、データ処理計算機１３に渡す信
号処理回路である。メモリおよびデータベース１４（記録装置）は、データ処理計算機１
３で処理されたデータを記録する。データ処理計算機１３には、表示モニタ１５、キーボ
ード１６、さらに粒子線治療装置の照射系計算機１７が接続される。照射パラメータ１８
は、標準校正深測定結果の特性を支配するパラメータであり、データ処理計算機１３に入
力される。基準線量計ヘッド１９は、校正深測定に用いられ、この基準線量計ヘッド１９
には、基準線量計本体２０が接続され、この基準線量計本体２０は、データ処理計算機１
３に接続されている。
【００１０】
図３は、この発明の実施の形態１による粒子線治療装置の治療照射時における線量計測の
モニタリングシステムを示す図である。
図３において、１、３～１８は図２におけるものと同一のものである。図３では、粒子線
３に患者２の患部が照射される。
【００１１】
図４は、この発明の実施の形態１による粒子線治療装置の粒子線治療における標準校正深
測定、患者校正深測定及び治療照射の手順を示す流れ図である。
　図４において、メモリＭ１には、標準校正深測定及び患者校正深測定の結果が記録され
る。
患者校正深測定前の直近に実施された標準校正深測定Ｓ１（第一の手順）は、不定期また
は適当な所定の間隔で実施される。患者の治療照射前には、患者校正深測定Ｐ１（第二の
手順）が、実施される。患者校正深測定Ｐ１及び患者の治療照射Ｒ１は、図１のものと同
じである。
【００１２】
Ｑ１０～Ｑ２１は、患者治療照射実施日に実施される手順を示している。
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Ｑ１０は、データベースＭ１からの患者校正深測定日に測定された患者校正深測定結果の
取得である。Ｑ１１は、Ｑ１０の患者校正深測定結果が適正に取得されたかどうかの妥当
性の判断である。Ｑ１２は、データベースＭ１からの患者校正深測定結果の取得が不適切
（データ無し等）と判断された場合、治療を中断し、患者校正深の再測定に進む手順であ
る。Ｑ１３は、患者校正深測定日を基準日として、データベースＭ１からの直近の標準校
正深測定結果の取得である。Ｑ１４は、Ｑ１３の標準校正深測定結果の取得が適正に取得
されたかどうかの妥当性の判断で、Ｑ１５は、Ｑ１３の標準校正深測定結果の取得が不適
切と判断された場合の手順で、治療を中断し、標準校正深の再測定に進む手順である。
Ｑ１６は、患者治療日を基準日として、データベースＭ１からの直近の標準校正深測定結
果の取得である。Ｑ１７は、この標準校正深測定結果が適正に取得されたかどうかの妥当
性の判断で、Ｑ１８は、Ｑ１６の標準校正深測定結果の取得が不適切と判断された場合の
手順で、照射を中断し、標準校正深の再測定に進む手順である。Ｑ１９（第三の手順）は
、標準校正深測定結果の取得が適切と判断された場合の次のステップで、取得された患者
校正深測定結果及び標準校正深測定結果に基づき線量を計算し、温度、気圧等の補正を行
い、照射カウント数を算定する作業である。Ｑ２０は、Ｑ１９で求めた照射カウント数値
を粒子線治療装置のプリセットカウンタに設定する作業である。Ｒ１は、患者への粒子線
の治療照射（第四の手順）、Ｑ２１は、治療照射記録の作成で、作成された結果は、メモ
リＭ１にデータベースとして蓄積される（第五の手順）。
【００１３】
　次に、動作について説明する。
図３で、粒子線治療装置の粒子線加速器で加速された粒子線３は、ビーム輸送系で照射ヘ
ッド１に導かれ、偏向電磁石で必要な方向に偏向され、散乱体４に入射され、治療照射に
必要な散乱角を持った粒子線３に広げられる。散乱体４を出た粒子線３は、リッジフィル
タ５を通りそのエネルギー幅を広げ、さらにレンジフィルタ６を通ってそのエネルギーを
減少させ、線量モニタヘッド７及び、平坦度モニタヘッド８を通って照射される線量及び
平坦度がモニタされ、さらにコリメータ９を通って粒子線の照射野が整形され、患者２の
患部に照射される。
【００１４】
　粒子線治療装置において、線量モニタヘッド７には電離箱型が使用され、モニタされる
線量は相対値となる。また電離箱型線量モニタヘッド７は、測定感度が機械パラメータや
温度などの周囲環境によって変化するので、校正が必要である。従って、一回の治療照射
の手順は、以下の３つの手順、すなわち、標準測定、患者測定及び治療照射の手順が必要
である。
図４において、Ｓ１で、標準測定における標準校正深測定を実施する。この測定は、ある
間隔の日をおいて、決められた標準の照射条件及び標準の計測条件で、治療装置の照射ヘ
ッド１に具備されている線量モニタと基準位置に設置された基準線量計とに粒子線を照射
し、それらの出力を比較し、標準校正定数を求め、その結果をメモリＭ１に記録する。
標準校正深測定に引き続き、決められた標準の照射条件及び標準の計測条件で、標準分布
測定（粒子線をファントムに照射し、水平及び垂直方向の吸収線量分布の測定）も必要に
応じて実施し、結果をメモリＭ１に記録する。
【００１５】
一方、Ｐ１で、粒子線のビーム条件を、患者に治療照射する条件に合わせ、治療装置の照
射ヘッド１に具備されている線量モニタと基準位置に設置された基準線量計とに粒子線を
照射し、それらの出力を比較し、患者校正定数を求め、その結果をメモリＭ１に記録する
。患者校正測定に引き続き、患者に治療照射する条件に合わせて、患者分布測定（粒子線
をファントムに照射し、水平及び垂直方向の吸収線量分布の測定）も必要に応じて実施し
、結果をメモリＭ１に記録する。
以上で、粒子線治療照射に必要な標準校正深（直近及び患者治療当日の）、患者校正深及
び患者分布の校正データの準備が完了する。
【００１６】
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　図４において、治療照射に先立ち、Ｑ１０で、データベースから患者校正深測定日に測
定された患者校正深測定結果を取得する。次いで、Ｑ１１で、Ｑ１０のデータベースから
の患者校正深測定結果の取得の妥当性を判断する。データベースからの患者校正深測定結
果の取得が不適切と判断された場合、Ｑ１２に進み、治療を中断し、患者校正深の再測定
の指令を出す。
データベースからの患者校正深測定結果の取得が適切と判断された場合、Ｑ１３で、患者
校正深測定日を基準日として、データベースから直近の標準校正深測定結果を取得する。
次いで、Ｑ１４で、Ｑ１３で実施した標準校正深測定結果の取得が適切であるかどうかを
判断する。Ｑ１３の標準校正深測定結果の取得が不適切と判断された場合、Ｑ１５に進み
、治療を中断し、標準校正深の再測定の指令を出す。
Ｑ１３の標準校正深測定結果の取得が適切と判断された場合、患者治療日を基準日として
、Ｑ１６で、データベースから直近の標準校正深測定結果を取得する。Ｑ１７においては
、Ｑ１６で実施した標準校正深測定結果の取得が適切であるかどうかを判断する。Ｑ１６
の標準校正深測定結果の取得が不適切と判断された場合、Ｑ１８に進み、治療を中断し、
標準校正深の再測定の指令を出す。
Ｑ１６の標準校正深測定結果の取得が適切と判断された場合、上記Ｑ１０、Ｑ１３及びＱ
１６で取得した各校正深に基づき線量を計算し、温度、気圧等の補正を行い、照射かウン
ト値を算定するＱ１９に進む。次いで、Ｑ２０で、照射カウント値を治療照射装置のプリ
セットカウンタに設定し、治療照射Ｒ１を実行する。
治療照射が完了すると、治療照射記録Ｑ２１を作成し、その結果をデータベースとしてメ
モリＭ１に記録することにより、一連の粒子線治療照射が完了する。
【００１７】
上述のように、この発明は、標準校正深測定を間引き運用した場合、患者校正深の測定日
直近の標準校正深測定結果および治療照射日直近の標準校正深測定結果を利用して温度、
気圧などの補正を行い、校正定数を求めるシステムを構築する。標準校正深測定結果によ
る補正には、主として機器特性の他に温度及び気圧が影響を与える。しかし、これまでの
運用結果から機器特性については、短期間で有意な差が出にくい傾向にあるとともに、エ
レクトロメータ、線量モニタ等の機器異常等が発生した場合、線量計算の結果に有意な差
が検出できる。
また、温度や気圧に関しては、空調の完備等から短期間における有意な差が出がたい環境
が整っている。したがって、粒子線治療装置を利用した癌治療において、過去に測定した
標準校正深測定結果をデータベースに蓄積し、治療照射時には、標準校正深測定を実施せ
ず、代わりにデータベースから直近の標準校正深測定結果を引き出し、気圧、温度などの
補正を実施することにより、治療時の標準校正深とし、線量計算をすることができる。
【００１８】
実施の形態１によれば、粒子線治療において、標準校正深測定を毎日実施する必要はなく
、測定日を間引き、直近に測定した標準校正深を流用するため、治療照射のオペレータの
作業が減り、オペレータの負担が軽減できる。
また、粒子線治療装置の治療への利用率も向上し、短期間により多くの患者の治療ができ
、医療サービスの向上にも役立つ他、標準校正深データ、患者校正心データ、校正実績、
治療照射などの治療実績を確実に記録・保管できるなどの特徴があり、効率的で、より安
全な粒子線治療法及び粒子線治療装置を提供することができる。
【００１９】
実施の形態２．
実施の形態１において、直近の標準校正深測定結果（測定点及び平均値）が今までの標準
校正深測定結果に比べて異なる場合がある。このような測定結果を取得して線量校正する
と、誤差が集積し、実際の照射線量の誤差が大きくなる恐れがある。実施の形態２は、こ
のような場合に対処するものである。
図５は、この発明の実施の形態２による粒子線治療装置の粒子線治療における標準校正深
測定及び治療照射の手順を示す流れ図である。
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図５において、Ｓ１、Ｓ２、Ｍ１、Ｒ１、Ｑ１６～Ｑ２１は図４におけるものと同一のも
のである。Ｑ３１は、標準校正深測定値の適不適の判断基準、Ｑ３２は標準校正深測定値
をメモリに記録する時の上記標準校正深測定値に対する適不適の判断、Ｑ３３は表示画面
に標準校正深測定値の適正値（複数）の表示、Ｑ３４は表示画面に表示された標準校正深
測定値の適正値（複数）の中から補正に使用するデータを選択する操作である。Ｑ３５は
補正に使用した標準校正深測定結果の記録である。
なお、図５でも、線量計算には患者校正深の測定結果を用いるが、図中での表示を省略し
ている。
【００２０】
図５では、予め測定結果の変動幅の許容値（例えば２．５％）を設け、標準校正深測定結
果（測定点及び平均値）の変動幅が許容値以下となった時の標準校正深測定結果（測定点
及び平均値）を適正な標準校正深測定データとし、許容値以上の測定データと区分し、こ
れらを分別記録し、適正な標準校正深測定結果のみを補正用の標準校正深として採用し、
これを基にして線量計算を実施し、照射線量の誤差を許容値以下に保つ粒子線治療を行う
ようにする。
【００２１】
図５で、メモリＭ１のデータベースから適正に取得された複数の標準校正深測定結果が、
Ｑ３２で、適正な値か否か選別され、Ｑ３３で、表示画面上に表示される。Ｑ３４で、オ
ペレータは、選別された標準校正深測定結果の中から表示画面上で補正に最適と判断した
標準校正深測定データを選択し、Ｑ３５で、採用した適用標準校正深記録を作成し、メモ
リＭ１に記録する。
一方、採用した適用標準校正深を用い、Ｑ１９で照射線量の計算を行い、補正の精度を上
げ、Ｑ２０で照射カウント値を設定し、Ｒ１で治療照射が実行される。
治療照射が完了すると、Ｑ２１で治療照射記録を作成し、メモリＭ１に記録される。
【００２２】
実施の形態２によれば、このようにして、不適切と判断される標準校正深データが補正に
採用されることを極力排除することができる。
このため、粒子線治療において、標準校正深測定結果による線量計算の精度と信頼性が向
上し、信頼性の高い粒子線治療が期待できる。
【００２３】
実施の形態３．
実施の形態２において、同一条件（核種、エネルギ、機器条件）で実施した標準校正深測
定結果が時間とともに変化する可能性がある。したがって、不定期あるいは所定の間隔で
実施した標準校正深測定結果の時間的傾向を表示し、補正に使用する標準校正深の採用に
際し、標準校正深測定結果の時間的な傾向を参照し、どの時点で実施した標準校正深測定
結果が当該治療の線量計算に最適かを決定することは、線量計算の精度の確保のみならず
、機器の運転管理上でも重要なことである。実施の形態３は、このような点を考慮したも
のである。
【００２４】
図６は、この発明の実施の形態３による粒子線治療装置の粒子線治療における標準校正深
測定及び治療照射の手順を示す流れ図である。
図６において、Ｓ１、Ｓ２、Ｍ１、Ｒ１、Ｑ１６～Ｑ２１、Ｑ３１～Ｑ３５は図５におけ
るものと同一のものである。Ｑ４１は、過去一定期間に測定した標準校正深測定結果とそ
の測定条件をメモリＭ１のデータベースから取得するプロセスである。Ｑ４２は、Ｑ４１
で取得した上記データを表示画面に表示し、参照するプロセスである。Ｑ４３は、表示さ
れた過去一定期間に測定した標準校正深測定結果とその測定条件を参照し、最適な標準校
正深測定結果を選択し、適用標準校正深を決定する。決定した標準校正深測定結果は、線
量計算の補正に使用すると同時に当該治療の標準校正深が作成されメモリＭ１にデータベ
ースとして記録される。
図６では、ある期間に実施した標準校正深測定結果とその測定条件をデータベースか取得
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し、表示画面に表示し、過去のデータを参照し、適切な適用標準校正深測定結果を採用し
、その採用した標準校正深を使用して線量計算を実施して、粒子線治療を行う。
なお、図６でも、線量計算には患者校正深の測定結果を用いるが、図中での表示を省略し
ている。
【００２５】
　図７は、この発明の実施の形態３による粒子線治療装置の標準校正深測定結果及び測定
条件のデータトレンド画面例を示す図である。
図７において、データトレンド画面２１は、過去一定期間に測定した標準校正深測定結果
とその測定条件を表示したものである。表示２２は、メモリＭ１のデータベースから取得
された主線量モニタ、副線量モニタ及び平坦度モニタの過去一定期間に実施した標準校正
深測定結果のデータを測定日に対応して表示したものである。
縦線２３は、オペレータの（マウス）選択が行われていることを示す縦線であり、選択さ
れている測定結果の詳細情報２６が表示される。たとえば、図７では、７／３１のデータ
が選択され、詳細情報２６内に７／３１に測定した結果の詳細が表示されるが、７／２４
のプロット上をオペレータがマウスにて選択すると、詳細情報２６内は、７／２４の測定
結果の詳細情報が表示される（表示内容が切り替わる）。
領域２４は、補正に採用するデータを表示する領域である。領域２５は、校正深を測定す
るときの条件を示すものであり、設定時と読み出し時に表示され、粒子線の照射コースと
、粒子線の種類である核種と、照射されるエネルギーと、測定される校正深とが示される
。
図７のように、適用線量計算の補正に採用しようとする適用標準校正深測定結果と測定条
件を、画面上で選択することにより、その詳細を示すことができる。
【００２６】
実施の形態３は、実施の形態１及び実施の形態２と同様の手順で、粒子線照射治療が実施
され、照射記録が作成され、メモリＭ１に記録される。
図７では、表示２２内に採用されているデータがある状況を示しているが、６／１９以前
のデータを補正用に採用した場合、表示２２のみでは、基準となる補正用のデータが判ら
なくなるため、補正用のデータを表示する領域２４を設けている。
ここで、オペレータが、補正に採用しているデータをマウスにて選択した場合、詳細情報
２６内は、補正に採用しているデータの詳細（測定結果の測定時の温度気圧等）が示され
ることになる。
【００２７】
実施の形態３によれば、以上のように、過去の一定期間に測定した標準校正深測定結果を
参照することにより、粒子線治療において、線量計算の精度の安定確保ができ、線量計算
の信頼性が向上するとともに粒子線治療の信頼性が向上し、より安全・確実な治療ができ
る他に、速やかに粒子線治療装置の動作状況を把握でき、粒子線治療装置の予防保全など
を容易に行うことができ、粒子線治療装置の可動率の向上にも役立てることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】この発明の実施の形態１による粒子線治療装置の標準校正深測定及び患者校正深
測定及び粒子線治療の実施日を示す工程図である。
【図２】この発明の実施の形態１による粒子線治療装置の標準校正深測定及び患者校正深
測定における線量計測のモニタリングシステムを示す図である。
【図３】この発明の実施の形態１による粒子線治療装置の治療照射時における線量計測の
モニタリングシステムを示す図である。
【図４】この発明の実施の形態１による粒子線治療装置の粒子線治療における標準校正深
測定、患者校正深測定及び治療照射の手順を示す流れ図である。
【図５】この発明の実施の形態２による粒子線治療装置の粒子線治療における標準校正深
測定及び治療照射の手順を示す流れ図である。
【図６】この発明の実施の形態３による粒子線治療装置の粒子線治療における標準校正深
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測定及び治療照射の手順を示す流れ図である。
【図７】この発明の実施の形態３による粒子線治療装置の標準校正深測定結果及び測定条
件のデータトレンド画面例を示す図である。
【符号の説明】
【００２９】
１　照射ヘッド、２　患者、３　粒子線、４　散乱体、５　リッジフィルタ、
６　レンジフィルタ、７　線量モニタヘッド、８　平坦度モニタヘッド、
９　コリメータ、１０　アンプ及び制御回路、１１　差動アンプ及び制御回路、
１２　信号処理回路、１３　データ処理計算機、１４　メモリ及びデータベース、
１５　表示モニタ、１６　キーボード、１７　照射系計算機、１８　照射パラメータ、
１９　基準線量計ヘッド、２０　基準線量計本体。

【図１】

【図２】

【図３】
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